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(57)【要約】
【課題】マスクの着用状態において、締紐の係止状態が
維持され、かつ、位置ずれを抑制することのできるマス
ク用の係止具の提供。
【解決手段】マスク用の係止具１０は、横長薄板状であ
って、マスク１の一方の締紐４を係脱可能に係止するた
めの第１係止部２０と、第１係止部２０の第２端縁１４
側に位置する、マスク１の他方の締紐３を予め挿通して
おくための挿通孔３１を有する第２係止部３０とを含む
。第１係止部２０は、第１側縁１１から延びる案内溝２
１と、案内溝につながる第１係止孔２２とを有し、第２
係止部２２は、挿通孔３１に連なりそれよりも外形の小
さな第２係止孔３２を有し、第１係止孔２２と第２係止
孔３２とが、横方向Ｘにおいて互いに相反する方向へ向
いている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向と横方向とを有し、前記横方向へ延びる第１及び第２側縁と、前記縦方向へ延び
る第１及び第２端縁とを含む横長薄板状のマスク用係止具であって、
　マスクの一方の締紐を係脱可能に係止するための第１係止部と、前記第１係止部の前記
第２端縁側に位置する、前記マスクの他方の締紐を予め挿通しておくための挿通孔を有す
る第２係止部とを含み、
　前記第１係止部は、前記第１側縁から延びる案内溝と、前記案内溝につながる第１係止
孔とを有し、
　前記第２係止部は、前記挿通孔に連なりそれよりも外形の小さな第２係止孔を有し、前
記第１係止孔と前記第２係止孔とが、前記横方向において互いに相反する方向へ向いてい
ることを特徴とする係止具。
【請求項２】
　前記第１係止部の前記案内溝は、前記第１側縁から内方へ延びる第１部分と、前記第１
係止孔に連なる、前記第１係止孔よりも外形の大きい円形状の第２部分とを有する請求項
１に記載の係止具。
【請求項３】
　前記締紐が、帯状弾性体から形成されており、前記締紐の幅寸法が前記第１及び第２係
止孔の内周囲長よりも大きい請求項１又は２に記載の係止具。
【請求項４】
　前記締紐は、紐状弾性体から形成されており、前記締紐の外周寸法が前記第１及び第２
係止孔の内周囲長よりも大きい請求項１又は２に記載の係止具。
【請求項５】
　前記第２係止部は、前記挿通孔へつながる切り込み部を有し、前記切り込み部の前記挿
通孔の近傍に位置する部分の幅寸法は、前記頸部の幅寸法よりも小さい請求項１～４のい
ずれかに記載の係止具。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、マスク用の係止具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、マスクの締紐を係止するための係止具は、公知である。例えば、特許文献１には
、横長矩形状であって、長さ方向において対向する両端部において、上下に位置する一対
のフック部(上フック部と下フック部)が配置された係止具が開示されている。上下フック
部は、締紐の上側部分と下側部分とが係止される係止孔と、それらを係止孔に案内するた
めの案内溝とを有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－９３０３６号公報
【０００４】
　特許文献１に開示のマスク用の係止具によれば、着用者の頭部の背面側に係止具を配置
し、上下フック部の案内溝から案内して係止孔に締紐の上下側部分をそれぞれ係止させる
ことによって、締紐の上下側部分が互いに分岐した状態が維持されるので、マスク本体の
接顔部を着用者の顔面にフィットさせることができる。
【０００５】
　しかしながら、ゴム紐状の締紐を上下フック部に係止したのみであるから、マスクの着
用状態において、着用者が口を動かしたとき等において、締紐が上下フック部内において
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下方へ摺動して、位置ずれしてしまうおそれがある。一方、かかる位置ずれを防止するた
めに、締紐の上方部分の引張力を比較的に大きくした場合には、該上方部分に当接する着
用者の耳部の上側が擦れて違和感や痛みを感じるおそれがある。また、案内溝は、締紐が
進入、退出可能な大きさであるので、締紐が上下フック部の係止孔に係止された状態にお
いて、その長さ調整をするために締紐を引っ張ったときに、案内溝を通って外部に抜け出
てしまうおそれがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、従来の発明の改良であって、マスクの着用状態において、締紐の係止状態が
維持され、かつ、位置ずれを抑制することのできるマスク用の係止具の提供を課題として
いる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、縦方向と横方向とを有し、前記横方向へ延びる第１及び第２側縁と、前記縦
方向へ延びる第１及び第２端縁とを含む横長薄板状のマスク用の係止具に関する。
【０００８】
　本発明のマスク用の係止具は、前記マスクの一方の締紐を係脱可能に係止するための第
１係止部と、前記第１係止部の前記第２端縁側に位置する、前記マスクの他方の締紐を予
め挿通しておくための挿通孔を有する第２係止部とを含み、前記第１係止部は、前記第１
側縁から延びる案内溝と、前記案内溝につながる第１係止孔とを有し、前記第２係止部は
、前記挿通孔に連なりそれよりも外形の小さな第２係止孔を有し、前記第１係止孔と前記
第２係止孔とが、前記横方向において互いに相反する方向へ向いている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の少なくとも一つの実施形態に係るマスク用の係止具は、第１係止部が第１側縁
から延びる案内溝と、案内溝につながる第１係止孔とを有し、第２係止部が挿通孔に連な
りそれよりも外形の小さな第２係止孔を有し、第１係止孔と第２係止孔とが、横方向にお
いて互いに相反する方向へ向いていることから、マスクの着用状態において、締紐が所要
の締め付け強度を発揮してマスク本体を顔面に密接させるとともに、締紐が係止具から外
れることなく、その位置が上下にずれるのを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　図面は、本発明の特定の実施の形態を示し、発明の不可欠な構成ばかりでなく、選択的
及び好ましい実施の形態を含む。
【図１】本発明の第１実施形態におけるマスク用の係止具を一方の締紐に係止させた状態
におけるマスクの背面斜視図。
【図２】係止具の平面図。
【図３】係止具によって一対の締紐を互いに連結させた、マスクの着用状態における側面
図。
【図４】係止具によって一対の締め紐を互いに連結させた、マスクの着用状態における背
面図。
【図５】図４においてＶ線で囲んだ領域の一部拡大図。
【図６】（ａ）帯状弾性体を使用した締紐を第１係止孔に係止させた状態における図、（
ｂ）帯状弾性体を使用した締紐の断面図、（ｃ）紐状弾性体を使用した締紐を第１係止孔
に係止させた状態における図、（ｄ）紐状弾性体を使用した締紐の断面図。
【図７】第２実施形態における係止具の平面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　下記の実施の形態は、図１～図７に示す係止具１０に関し、発明の不可欠な構成ばかり
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でなく、選択的及び好ましい構成を含む。
【００１２】
＜第１実施形態＞
　図１～３を参照すると、マスク１は、マスク本体２とマスク本体２の両側縁から延出す
る環状の締紐３，４とを有し、係止具１０は一対の締紐３，４を着用者の頭部の背面にお
いて互いに連結するために使用される。マスク本体２は、内部空間７を画成するようにカ
ップ状に賦型された被覆部５と、被覆部５の外周縁部の後面側に接合された接顔部（接顔
パッド）６とを有する。締紐３，４は、両端部がバックル８を介してマスク本体２の両側
縁部に固定され、着用状態において、上下に分岐する上側部分３Ａ，４Ａと下側部分３Ｂ
，４Ｂとを有する。
【００１３】
　締紐３，４には、ストランド状のゴム紐等からなる紐状弾性体や平ゴム等の所要の厚さ
寸法を有する帯状弾性体を使用することができる。マスク１の着用状態において、所要の
フィット性やシール性が発揮される限りにおいて、マスク本体２は被覆部５のみから形成
されていてもよいし、被覆部５は、カップ状に成型せずに、フィルター機能を有する複数
の布や不織布を平面的又はそれらをプリーツ状に折り重ねて立体的に形成したものであっ
てもよい。
【００１４】
　図２を参照すると、係止具１０は、縦方向Ｙ及び横方向Ｘと、縦方向Ｙの寸法を２等分
する横断中心線Ｑと横方向Ｘの寸法を２等分する縦断中心線Ｐとを有する横長薄板状であ
って、横方向Ｘへ延びる第１及び第２側縁１１，１２と、縦方向Ｙへ延びる第１及び第２
端縁１３，１４とを含む。第１及び第２側縁１１、１２とは、横方向Ｘへ直状に延びてお
り、第１及び第２端縁１３，１４は、横方向Ｘの外側へ向かって凸曲した形状を有し、両
側縁１１，１２及び両端縁１３，１４が互いに交差する隅部は、曲状を有する。また、第
２端縁１４の曲率は第１端縁１３のそれよりも大きく、より大きく円弧状にカーブした形
状を有する。ただし、後記の本願発明の効果を奏する限りにおいて、第１及び第２端縁１
３，１４の曲率は同じであってもよいし、第１端縁１３の曲率が第２端縁１４のそれより
も大きくてもよく、それらの曲率は図示された態様に限定されるものではない。
【００１５】
　係止具１０は、マスク１の一方の締紐３を係止するための第１係止部２０と、第１係止
部２０の第２端縁１４側に位置する、マスク１の他方の締紐４を予め挿通しておくための
挿通孔３１を有する第２係止部３０とをさらに有する。第１係止部２０は、第１側縁１１
から内方へ向かって延びる案内溝２１と、案内溝につながる第１係止孔２２とを有する。
【００１６】
　第１係止部２０の案内溝２１は、第１側縁１１から第１端縁１３へ向かってカーブして
延びる曲状部位２１ａと、曲状部位２１ａの終端から連なるように横断中心線Ｑに沿って
横方向Ｘへ直状に延びる直状部位２１ｂとを有する。案内溝２１の曲状部位２１ａは内方
へ向かうにつれて次第に幅狭となっており、第１側縁１１その終端近傍（直状部位２１ｂ
との境界近傍）において最も幅狭となっている。直状部位２１ｂの幅寸法Ｗ１は、曲状部
位２１ａの終端の幅寸法と同じであって、ほぼ一定である。曲状部位２１ａのカーブの度
合いや案内溝２１の幅寸法は、係止具１０の大きさや締紐３，４の幅寸法等によって適宜
変更することができる。本実施形態において、案内溝２１のうちの最も幅広部分、すなわ
ち、第１側縁１１を分離する離間部分の幅寸法（曲状部位２１ａの第１側縁１１側の幅寸
法）Ｗ５は、直状部位２１ｂの幅寸法Ｗ１の少なくとも３倍以上である。
【００１７】
　第２係止部３０は、第２側縁１２から内方へ延びて挿通孔３１に連通する切り込み部３
３をさらに有する。切り込み部３３は、第２側縁１２側から内方へ向かって幅狭となり、
挿通孔３１側において僅かに第２端縁１４側へカーブしている。挿通孔３１は、第２端縁
１４側において頸部３４を介して第２係止孔３２に連通している。第２係止孔３２は、円
形であって、その直径は、挿通孔３１よりも小さく、かつ、第１係止孔２２とほぼ同じ大
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きさである。第１及び第２係止孔２２，３２は、締紐３，４が弾性変形された状態で係止
される限りにおいて、楕円形、三角形、多角形等の各種公知の形状を有するものであって
もよい。また、挿通孔３１についても、締紐４が予め挿通される大きさを有する限りにお
いて、楕円形、三角形、多角形等の各種公知の形状を採用することができる。
【００１８】
　また、頸部３４の幅寸法Ｗ２は、第２係止孔３２の直径よりも小さくて、係止部２０の
案内溝２１の直状部位２１ｂの幅寸法Ｗ１とほぼ同じである。直状部位２１ｂの幅寸法Ｗ
１と頸部３４の幅寸法Ｗ２とは、帯状弾性体からなる締紐３，４の幅寸法又は紐状弾性体
からなる締紐３，４の直径よりも小さくて、締紐３，４が弾性変形しながら第１及び第２
係止孔２２，３２へ向かって通過できる程度の大きさである。
【００１９】
　第１係止部２０の第１係止孔２２は、直状部位２１ｂと連通する円形の小孔であって、
その直径は、直状部位２１ｂの幅寸法Ｗ１よりも大きくなっている。また、第２係止孔３
２の直径は、第１係止孔２２とほぼ同じであって、第１係止孔２２と第２係止孔３２とは
、横断中心線Ｑに沿って、横方向において互いに相反する方向へ向いている。ここで、「
第１係止孔２２と第２係止孔３２とが横方向Ｘにおいて相反する方向へ向いている」とは
、第１及び第２係止部２０，３０において、第１及び第２係止孔２２,３２よりも幅狭の
部分（第１係止部２０においては直状部位２１ｂ、第２係止部３０においては頸部３４）
から第１及び第２係止孔２２，３２へ向かう方向ベクトルＦ１，Ｆ２が横方向Ｘにおいて
互いに相反することをいう。したがって、第１係止孔２２と第２係止孔３２とが横断中心
線Ｑ上ではなく、第１又は第２側縁１１，１２側へずれて位置している場合や案内溝２１
及び／又は頸部３４の形状が図示している態様と異なるものであっても、第１係止孔２２
と第２係止孔３２に関する方向ベクトルＦ１，Ｆ２が相反する限りにおいて、第１係止孔
２２と第２係止孔３２とは横方向Ｘにおいて互いに相反するといえる。よって、例えば、
第１係止部２０の案内溝２１が曲状部分２１ａを有さずに、縦断中心線Ｐに関して傾斜し
て第１側縁１１から第１係止孔２２まで延びる直状ラインであってもよいし、第２係止部
３０の切り込み部３３が、第２側縁１２から挿通孔３１まで縦中心線Ｐへ向かって延びる
直状ラインであってもよい。さらに、第２係止部３０の切り込み部３３は、第２側縁１２
からではなく、第１係止部２０の案内溝２１から挿通孔３１へ直状又は曲状に延びていて
もよい。
【００２０】
　一方の締紐４は、マスク１の製造時において第２係止部３０の挿通孔３１に予め挿通さ
れている。このように、予め締紐４が挿通孔３１に挿通されていることによって、製造工
程及び個包装袋からマスク１を取り出したときに、係止具１０がマスク１から分離される
ことはなく、開封して使用する前に、係止具１０を紛失してしまうおそれはない。図４及
び図５を参照して、マスク１の着用操作について説明すると、まず、着用者はマスク本体
２の接顔部６を顔面に宛がって、かかる状態を維持したまま一方の手で締紐４が挿通され
た係止具１０を把持して頭部の背面側へ引っ張り、他方の手で締紐３を把持して頭部の背
面側へ引っ張る。次に、締紐３を第１係止部２０の案内溝２１をガイドとして第１係止孔
２２へと誘導するように引っ張って、第１係止孔２２へ係止させるとともに、挿通孔３１
に挿通された締紐４を第２端縁１４側へ頸部３４内をスライドさせるように移動させて第
２係止孔３２に係止させる。第１係止部２０に案内溝２１が形成されていることによって
、締紐３を第１係止孔２２へ容易に移動させることができ、また、第２係止部３０におい
て挿通孔３１と第２係止孔３２との間に幅狭の頸部３４が位置することによって、それに
沿って締紐４をスライドさせるだけで容易に第２係止孔３２へ移動させることができるの
で、着用者が直接目視しなくても一連の操作を容易に行うことができる。締紐３，４が、
それそれ、第１及び第２係止孔２２、３２に係止されて折り返されていることによって、
上側部分３Ａ，４Ａと下側部分３Ｂ，４Ｂとに分岐される。このように、環状の締紐３，
４を上下に分岐させて、上側部分３Ａ，４Ａを耳部の上側に引っ掛けるように引っ張り上
げることによって、締紐３，４を安定的に耳部に掛け回すことができる。
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【００２１】
　例えば、第１係止孔２２及び／又は第２係止孔３２の方向ベクトルＦ１，Ｆ２が、縦方
向Ｙへ向かう場合には、締紐３，４の引張力によるマスク本体２を顔面に密着させようと
する力が十分に作用せずに、着用中にマスク本体２が顔面からずれ落ちてしまうおそれが
ある。本実施形態においては、第１係止孔２２と第２係止孔３２とは、横方向Ｘにおいて
互いに相反する方向へ向いていることから、係止具１０を介して締紐３，４どうしが横方
向Ｘに引っ張り合って、所要の締め付け強度を発揮させることができる。
【００２２】
　図６（ａ）は、帯状弾性体を使用した締紐を第１係止孔に係止させた状態における図、
図６（ｂ）は、帯状弾性体を使用した締紐の断面図、図６（ｃ）は、紐状弾性体を使用し
た締紐３を第２係止孔２２に係止させた状態における図、図６（ｄ）は、紐状弾性体を使
用した締紐３の断面図である。図６（ａ）～（ｄ）は、第１係止孔２２に締紐３を係止さ
せた状態を示しているが、本実施形態において、第１係止孔２２と第２係止孔３２とは同
形同大であるので、第２係止孔３２においても締紐４の係止態様は同様である。
【００２３】
　図６（ａ），（ｂ）を参照すると、締紐３（締紐４も同じ）として所定の幅寸法Ｒを有
する平ゴム等の帯状弾性体を使用した場合において、第１係止孔２２の内周囲長Ｌ１は、
締紐３の幅寸法Ｒ１よりも小さくなっている。マスク１の着用時において、締紐３を第１
係止部２０に係止させるためには、第１側縁１１側から案内溝２１をガイドとして第１係
止孔２２へ向かって移動させる。このとき、第１係止孔２２内において平ゴムからなる締
紐３が丸められた状態で配置され、かつ、その幅寸法Ｒ１が内周囲長Ｌ１よりも大きいの
で、その一部が弾性変形して直状部位２１ｂへ進入している。締紐３の幅寸法Ｒ１が第１
係止孔２２の内周囲長Ｌ１より小さい場合には、着用状態において、締紐３が丸められた
状態で配置されても前後方向（紙面と直交する方向）へ移動してしまうおそれがあるが、
幅寸法Ｒ１が内周囲長Ｌ１よりも大きくその一部が直状部位２１ｂへ進入していることか
ら、かかる移動が規制される。
【００２４】
　図６（ｃ），（ｄ）を参照すると、締紐３（締紐４も同じ）としてストランド状の紐ゴ
ム等の紐状弾性体を使用した場合において、第１係止孔２２の内周囲長Ｌ１は、締紐３の
円形断面の外周寸法（外周囲長）Ｒ２よりも小さくなっている。したがって、マスク１を
着用するために第１係止孔２２に締紐３を配置した状態において、締紐３の一部が弾性変
形して直状部位２１ｂに進入するので、図６（ａ）の態様と同様に、締紐３の前後方向に
おける移動が規制される。このように、締紐３，４が平ゴム等の帯状弾性体から形成され
ている場合にはその幅寸法Ｒ１、ゴム紐等の紐状弾性体から形成されている場合にはその
外周寸法Ｒ２が、第１及び第２係止孔２２，３２の内周囲長Ｌ１よりも大きいことによっ
て、マスク１を着用したときに、締紐３，４の移動が規制されて、締紐３，４が位置ずれ
するのを抑制することができる。また、着用状態において、締紐３，４の上側部分３Ａ，
４Ａと下側部分３Ｂ，４Ｂとが同じ張力を有する場合には、上側部分３Ａ，４Ａが耳部に
比較的に強く当たって刺激を与えるおそれがあるところ、締紐３，４が弾性変形されて適
度な抵抗が生じることによって、上側部分３Ａ，４Ａと下側部分３Ｂ，４Ｂとが同じ張力
にならないように、すなわち、上側部分３Ａ，４Ａの張力（テンション）を下側部分３Ｂ
，４Ｂの張力よりも小さくなるようにすることができる。
【００２５】
　本実施形態に係るマスク１のように、締紐３，４を上下に折り返して耳部に掛け回す場
合には、通常、マスク１を着用する前に、頭部の寸法に合わせて上側部分３Ａ，４Ａと下
側部分３Ｂ，４Ｂとの長さ調整を行った状態で着用する。すなわち、上側部分３Ａ，４Ａ
の長さ寸法が比較的に短いと、それを引張上げて耳部に引っ掛けたときに擦れて着用者が
痛みを感じることがあるので、上側部分３Ａ，４Ａを下側部分３Ｂ，４Ｂに対して相対的
に長くなるように事前に調整した状態で着用する。また、既述のとおり、上側部分３Ａ，
４Ａの張力が下側部分３Ｂ，４Ｂと同じ場合には耳部に痛みを感じることあるので、上側
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部分３Ａ，４Ａの張力が小さくなるように調整して着用しても、着用している間に上側部
分３Ａ，４Ａの張力と下側部分３Ｂ，４Ｂの張力とが同じ大きさになってしまうことがあ
る。
【００２６】
　本実施形態に係るマスク１では、締紐３，４が帯状弾性体と紐状弾性体とのいずれかか
ら形成されている場合であっても、第１及び第２係止孔２２，３２に係止されたときに、
その一部が弾性変形して幅狭部分に進入するので、一旦係止されてしまえば、不用意に前
後方向へ移動することはない。したがって、予め調整していた締紐３，４の長さ寸法が、
着用中に変化することを抑制することができる。ただし、締紐３，４の移動が完全に規制
される場合には、着用後に、着用者自らが上側部分３Ａ，４Ａと下側部分３Ｂ，４Ｂとの
長さ寸法を微調整することができない。したがって、締紐３，４を所要の力で上方又は下
方へ引っ張ることによって締紐３，４が移動できるだけの緩みのある状態で係止されてい
ることが好ましい。かかる係止を実現するために、締紐３，４が帯状弾性体から形成され
ている場合には幅寸法Ｒ１又は紐状弾性体から形成されている場合には外周寸法がＲ２、
第１及び第２係止孔２２，３２の内周囲長Ｌ１の１５０％の大きさであることが好ましい
。このように、本実施形態に係る係止具１０によれば、締紐３，４に所要の抵抗が負荷さ
れることによって前後方向への移動が規制されるので、会話のときの口部の動き程度では
、調整した上下側部分３Ａ，３Ｂ，４Ａ，４Ｂの張力が変更されることはない。また、着
用者が自らの手で操作することによって自由に上下側部分３Ａ，３Ｂ，４Ａ，４Ｂの長さ
を容易に調整することができるので、仮に着用中にそれらの張力が変更されたとしても、
適度な張力に戻すことができる。
【００２７】
　再び、図２を参照すると、第２係止部３０の切り込み部３３の挿通孔３１の近傍に位置
する部分の幅寸法Ｗ４は、頸部３４の幅寸法Ｗ２よりも小さく、また、案内溝２１の直状
部位２１ｂの幅寸法Ｗ１よりも小さくなっている。また、直状部位２１ｂの幅寸法Ｗ１と
頸部３４の幅寸法Ｗ２とは、帯状弾性体又は紐状弾性体からなる締紐３，４を弾性変形さ
せながら第１係止孔２２へ向かって通過させることができる程度の大きさであるのに対し
、切り込み部３３の幅寸法Ｗ４は、弾性変形させても締紐３，４が通過できない大きさで
あることが好ましい。締紐３は、予め挿通孔３１に挿通されていることから、切り込み部
３３の幅寸法Ｗ４をこのように比較的に小さくすることによって、締紐３が係止具１０か
ら外れるのを防止することができる。一方、第１係止部２０では、案内溝２１が締紐４が
通過できる程度の大きさを有しているが、切り込み部３３に比して第２係止孔２２へ向か
って大きくカーブしていることから、第１係止孔２２の係止が解除されて締紐４が第１側
縁側へ移動しても、簡単に係止具１０から外れにくくなっている。
【００２８】
＜第２実施形態＞
　図７は、第２実施形態に係る係止具１０の平面図である。本実施形態に係る係止具１０
は、第１実施形態に係る係止具１０と基本的構成が同じであって、相違する点についての
み以下に説明する。
【００２９】
　図７を参照すると、本実施形態に係る係止具１０においては、第１係止部５０が第２係
止部３０と同形であって、第１係止部５０の案内溝５１は、第１側縁１１から内方へ延び
る第１部分５１ａと連通する、第２係止部３０の挿通孔３１と同形同大の第２部分５１ｂ
とを有する。第１部分５１ａは、第２部分５１ｂ側において僅かに第１端縁１３側へカー
ブしている。第２部分５１ｂは、第１端縁１３側において頸部５４を介して第１係止孔２
２に連通している。かかる形状を有する係止具１０においては、マスク１の使用前に、第
２係止部３０に締紐３が予め挿通されるとともに、第１係止部５０の第２部分５１ｂに締
紐４が予め挿通されていてもよい。また、着用するときに、第１係止部５０の第１部分５
１ａをガイドとして締紐４を通過させてもよい。
【００３０】
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　係止具１０は、軟質又は硬質の合成樹脂から形成されるほかに、所要の弾性を発揮する
限りにおいて、紙製又は金属製であってもよい。また、その外形についても、第１係止部
２０，５０と第２係止部３０とが横方向Ｘにおいて並んで位置する限りにおいて、隅部が
曲状ではなく先鋭状であってもよく、使用するマスク１の大きさに合わせて、縦方向Ｙ及
び横方向Ｘの寸法や厚さ寸法を適宜調整することができる。さらに、係止具１０に意匠性
を付与するために、有彩色に着色されていてもよいし、絵柄、記号、文字、商品ロゴ等の
各種の意匠要素が配置されていてもよい。
【００３１】
　以上に記載した本発明に関する開示は、以下の事項に整理することができる。
【００３２】
　縦方向と横方向とを有し、前記横方向へ延びる第１及び第２側縁と、前記縦方向へ延び
る第１及び第２端縁とを含む横長薄板状のマスク用の係止具であって、前記マスクの一方
の締紐を係脱可能に係止するための第１係止部と、前記第１係止部の前記第２端縁側に位
置する、前記マスクの他方の締紐を予め挿通しておくための挿通孔を有する第２係止部と
を含み、前記第１係止部は、前記第１側縁から延びる案内溝と、前記案内溝につながる第
１係止孔とを有し、前記第２係止部は、前記挿通孔に連なりそれよりも外形の小さな第２
係止孔を有し、前記第１係止孔と前記第２係止孔とが、前記横方向において互いに相反す
る方向へ向いている。
【００３３】
　上記段落００３２に開示の本発明は、少なくとも下記の実施の形態を含むことができる
。該実施の形態は、分離して又は互いに組み合わせて採択することができる。
（１）前記第１係止部の前記案内溝は、前記第１側縁から内方へ延びる第１部分と、前記
第１係止孔に連なる、前記第１係止孔よりも外形の大きい円形状の第２部分とを有する。
（２）前記締紐が、帯状弾性体から形成されており、前記締紐の幅寸法が前記第１及び第
２係止孔の内周囲長よりも大きい。
（３）前記締紐は、紐状弾性体から形成されており、前記締紐の外周寸法が前記第１及び
第２係止孔の内周囲長よりも大きい。
（４）　前記第２係止部は、前記挿通孔へつながる切り込み部を有し、前記切り込み部の
前記挿通孔の近傍に位置する部分の幅寸法は、前記頸部の幅寸法よりも小さい。
【符号の説明】
【００３４】
１　マスク
３　　締紐
４　　締紐
１０　係止具
１１　第１側縁
１２　第２側縁
１３　第１端縁
１４　第２端縁
２０　第１係止部
２１　案内溝
２２　第１係止孔
３０　第２係止部
３１　挿通孔
３２　第２係止孔
３３　切り込み部
５０　第１係止部
５１　案内溝
５１ａ　第１部分
５１ｂ　第２部分
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Ｌ１　第１及び第２係止孔の内周囲長
Ｒ１　帯状弾性体からなる締紐の幅寸法
Ｒ２　紐状弾性体からなる締紐の外周囲長
Ｘ　横方向
Ｙ　縦方向
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